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ム
に
左
右
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
(
一
七
四
頁
)
と
か
、
「
根
媛
も
な
く
自
分

の
先
租
が
他
民
族
を
支
配
し
た
こ
と
が
あ
る
と
主
張
し
、
彼
ら
を
『
侵
略
の
英

雄
』
に
仕
立
て
あ
げ
て
も
、
な
ん
の
意
義
も
な
い
」
(
一
七
四
頁
〉
と
い
う
手

厳
し
い
批
剣
を
加
え
て
お
り
、
こ
れ
が
朴

・
金
雨
氏
、
ひ
い
て
は
北
朝
鮮
の
歴

史
研
究
の
あ
り
方
に
及
ぶ
の
を
避
け
る
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
片
手
落
ち
と
も

い
え
る
書
き
方
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
他
、
朴
氏
の
諸
見
解
に
封

し
て
か
な
り
異
論
を
唱
え
て
い
る
が
、
そ
こ
で
も
一
切
名
指
し
は
避
け
て
い

る
。
我
々
は
現
貨
の
微
妙
な
中
朝
関
係
が
好
太
王
碑
の
問
題
と
少
な
か
ら
ず
関

わ
っ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
碑
を
寅
見
す
る
こ
と
が
可
能
と
な

り
、
日
毎
に
集
安
へ
も
行
き
易
く
な
り
つ
つ
あ
る
昨
今
で
は
あ
る
が
、
共
同
調

査
の
貫
現
を
あ
ま
り
安
易
に
考
え
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
日
本
語
版
濁
自
の
問
題
、
つ
ま
り
翻
詳
の
問
題
に
つ
い
て
鮒
れ
、
こ

の
拙
い
書
評
の
締
め
括
り
と
し
た
い
。
本
書
は
吉
林
人
民
出
版
社
が
人
民
中
園

雑
誌
祉
に
依
頼
し
て
翻
誇
し
て
も
ら
っ
た
と
聞
い
て
い
る
が
、
地
の
文
は
卒
易

で
的
確
に
謬
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
誇
者
の
林
閣
本
・
謬
光
禎
爾
氏
は
考
古

屋
4

・
歴
史
率
の
専
門
家
で
は
な
い
た
め
、
専
門
用
語
の
謬
出
に
は
難
が
あ
り
、

誤
詳
、
不
必
要
な
誇
出
、
不
的
確
な
謬
出
等
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
そ
の
中

で
も
第
四
章
に
頻
見
す
る
「
勅
痕
」
(
か
け
た
あ
と
〉
を
「
刻
痕
」
と
謬
出
し

て
い
る
貼
は
、
重
大
な
誤
謬
の
例
と
し
て
翠
げ
ら
れ
る
。
ま
た
所
々
に
未
誇
出

部
分
が
あ
る
が
、
内
容
面
で
は
殆
ど
問
題
は
な
い
。
た
だ
し
論
理
を
丁
寧
に
迫

究
し
よ
う
と
す
る
時
に
は
注
意
を
要
す
る
。
一
方
、
引
用
史
料
に
も
日
本
語
誇

が
施
さ
れ
、
本
奮
を
読
み
易
い
も
の
と
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
に
は
極
め
て

誤
謬
が
多
く
、
全
く
誤
詳
の
な
い
引
用
の
方
が
、
あ
る
引
用
よ
り
も
少
な
い
よ

う
な
印
象
す
ら
輿
え
る
。
最
も
初
歩
的
な
も
の
を
一
例
摩
げ
る
と
、
『
一
一
一
園
史

記
』
新
緑
本
紀
・
聖
徳
王
二
十
一
年
傑
「
築
毛
伐
郡
城
」
が
ニ

O
一
頁
に
引
用

さ
れ
、
「
築
毛
が
郡
城
を
攻
め
て
」
と
誇
さ
れ
て
い
る
が
、
「
毛
伐
郡
城
」
は
慶

州
の
南
に
あ
る
著
名
な
城
で
あ
る
。
同
様
の
例
は
『
三
園
史
記
』
か
ら
の
引
用

だ
け
で
も
、
一
七

O
頁
康
開
土
王
十
四
年
係
、
二

O
七
頁
大
武
紳
王
五
年
係
、

一一一一

O
頁
高
句
麗
建
図
説
話
末
尾
、
二
二
六
頁
孝
成
王
三
年
篠
が
翠
げ
ら
れ
、

他
の
史
料
の
例
や
厳
密
な
誇
の
問
題
を
取
り
上
げ
始
め
る
と
枚
奉
に
暇
が
な
く

な
っ
て
し
ま
う
。
か
か
る
状
態
な
ら
ば
、

原
文
を
そ
の
ま
ま
掲
載
し
た
方
が
ま

だ
よ
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
先
掲
の
例
な
ど
は
少
し
で
も
調
べ
れ
ば
誤

る
は
ず
の
な
い
も
の
で
、
恐
ら
く
著
者
と
翻
謬
者
と
の
関
で
、
十
分
な
連
絡
が

取
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
本
書
は
そ
の
提
供
し
た
最
新
資
料
を
中

心
に
、

今
後
多
く
の
研
究
者
に
利
用
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
折
に
は
で
き

得
る
限
り
中
園
語
版
と
封
照
さ
れ
ん
こ
と
を
望
む
次
第
で
あ
る
。
評
者
の
浅
風
干

に
よ
る
本
書
へ
の
誤
解
等
が
多
々
あ
る
と
思
う
が
、
御
叱
正
を
得
ら
れ
れ
ば
幸

甚
で
あ
る
。
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族
解
放
闘
争
と
し
て
捉
え
て
い
た
が
、
そ
の
後
一
九
六

0
年
代
に
入
り
、
階
級

闘
争
と
し
て
の
側
面
を
重
視
す
る
傾
向
が
願
著
と
な
っ
た
。
特
に
「
文
化
大
革

命
」
の
進
行
に
伴
い
、
元
末
耐
震
民
戦
争
の
性
格
は
、
朱
元
理
の
歴
史
的
評
償
問

題
と
し
て
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
l

ア
ッ
プ
さ
れ
た
。
文
革
後
も
依
然
と
し
て
こ
の

問
題
が
中
園
に
お
け
る
明
代
史
研
究
の
主
要
テ
1
マ
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
、

一
九
七
九
年
及
び
八
一

J
八
三
年
版
の
『
中
園
歴
史
皐
年
鑑
』
の
明
代
史
研
究

概
況
の
紹
介
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
中
で
も
七
九
年
版
で
は
「
関
子
朱

元
理
的
評
債
和
明
初
政
策
的
分
析
」
(
南
痢
文
・
湯
綱
猪
首
〉
と
し
て
、
八
一
一

年
版
で
は
「
朱
元
軍
和
封
建
専
制
主
義
」
(
鄭
克
長
携
嘗
)
と
し
て
一
項
目
を

設
け
て
い
る
。

本
書
の
著
者
も
、
元
末
農
民
戦
争
の
階
級
闘
争
と
し
て
の
側
面
を
重
視
し
て

お
り
、
農
民
戦
争
後
の
明
初
に
尖
鋭
化
し
た
基
本
的
矛
盾
と
し
て
、
農
民
と
地

主
階
級
と
の
封
立
や
統
治
者
階
級
内
部
の
闘
争
を
指
摘
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で

本
書
は
、
明
初
洪
武
年
閲
を
歴
代
で
も
最
も
厳
酷
な
刑
罰
が
一
貫
し
て
行
な
わ

れ
た
「
重
典
政
治
」
の
時
代
と
し
て
位
置
づ
け
、
そ
の
具
盤
的
内
容
を
法
制
史

研
究
の
立
場
か
ら
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
明
律
や
御
製
大
詰
を
始
め

こ
の
時
代
に
頒
行
さ
れ
た
各
種
の
法
律
を
総
合
し
て
い
る
黙
に
お
い
て
、
ま
た

法
律
の
規
定
内
容
と
そ
の
賃
施
面
で
の
ズ
レ
に
注
意
深
く
配
慮
し
て
い
る
黙
に

お
い
て
、
特
色
を
有
し
て
い
る
。

な
お
《
後
記
》
に
依
れ
ば
、
著
者
の
中
園
法
制
史
研
究
は
「
た
だ
数
年
の
期

間
に
す
ぎ
な
い
こ
六
二
頁
ど
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
本
書
に
関

連
す
る
論
文
と
し
て
は
、
「
明
《
大
詰
》
初
探
」
(
北
京
政
法
拳
院
皐
報
一
九
八

一
|
一
〉
・
「
明
大
詰
輿
朱
元
理
的
重
典
治
吏
思
想
」
(
謬
習
輿
探
索

一
九
八
一

|
二
)
・
「
洪
武
三
十
年

《
大
明
律
》
考
」
(
皐
習
輿
思
考
一

九
八
一
|
五
)
・

「
論
明
初
重
典
政
策
輿
譲
歩
政
策
」
ハ
中
州
拳
刊
一
九
八
二
|
二
)
・
「
論
明
初

的
重
典
治
吏
」
(
求
是
皐
刊
一
九
八
二
|
六
〉
・
「
明
大
詰
奥
朱
元
理
封
建
専
制

的
強
化
」
(
法
律
史
論
叢
三
・
一
九
八
一
二
)
な
ど
が
翠
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
こ

れ
ら
の
掲
載
雑
誌
は
、
日
本
に
お
い
て
入
手
に
容
易
で
な
い
も
の
が
多
く
、
こ

う
し
た
形
で
著
者
の
研
究
が
ま
と
め
ら
れ
た
こ
と
は
讃
者
に
多
く
の
便
宜
を
輿

え
て
く
れ
る
。

ま
ず
、
本
書
の
章
別
構
成
を
掲
け
よ
う
。

前回一一日
て
朱
元
理
的
三
次
頒
律

二
、
明
律
輿
唐
律
及
元
代
法
律
之
比
較

=
一
、
《
大
詰
》
峻
令
考

四
、
律
・
諸
外
諸
峻
令

五、

律
令
賀
行
考

六
、
法
外
用
刑
考

七
、
明
初
重
典
輿
朱
元
理
治
図
的
雨
手
策
略

八
、
明
-
初
重
典
的
妥
展
過
程
和
影
響

後
記

附
録
と
し
て
、
「
朱
元
理
的
法
律
思
想
」
と
い
う
関
連
論
文
と
「
洪
武
法
制
大

事
年
表
」
・
「
参
考
書
目
」
を
附
し
て
い
る
。
以
下
、
各
章
ご
と
に
そ
の
概
略
を

紹
介
し
た
い
。

《
前
言
》
で
は
、
明
初
の
法
律
貸
施
情
況
に
制
到
す
る
従
来
の
理
解
が

一
致
し

て
い
な
い
例
と
し
て
、
特
に
孟
森
の
太
租
の
回
収
刑
主
義
は
、
動
資
や
官
吏
を
拘

束
す
る
た
め
の
も
の
で
人
民
に
は
濫
り
に
及
ば
な
か
っ
た
と
い
う
見
解
や
、
向

越
の
官
僚
・
人
民
隻
方
に
及
ん
だ
と
す
る
見
解
、
更
に
は
楊
雲
峰
の
政
治
犯
な

-137ー
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ど
特
殊
な
例
を
除
い
て
卒
時
は
隆
刑
に
偏
し
て
い
た
と
い
う
全
く
相
反
す
る
見

解
を
紹
介
し
つ
つ
、
明
初
の
法
制
に
封
す
る
全
面
的
か
つ
系
統
的
碗
究
の
必
要

性
を
設
く
。

第
一
章
は
、
朱
元
理
に
よ
り
三
次
に
わ
た
っ
て
頒
行
さ
れ
た
呉
元
年
律
令

〈
=
ニ
六
七
年
〉
・
洪
武
七
年
律
〈
一
三
七
四
年
〉
・
洪
武
三
十
年
律

・
詰
(
一

三
九
七
年
)
の
制
定
に
至
る
沿
革
と
量
刑
情
況
を
概
観
す
る
。
呉
元
年
律
と
洪

武
七
年
律
は
既
に
散
仲
伏
し
て
侍
わ
ら
な
い
が
、
洪
武
年
閲
に
数
度
に
わ
た
っ
て

重
刑
篠
款
の
改
訂
が
行
な
わ
れ
て
い
る
事
質
か
ら
、
奥
元
年
律

・
洪
武
七
年
律

の
量
刑
が
三
十
年
律
の
そ
れ
よ
り
重
か
っ
た
こ
と
を
導
き
出
し
て
い
る
。
次
に

洪
武
三
十
年
律
で
あ
る
が
、
明
貫
録
や
明
史
刑
法
志
で
は
、
洪
武
三
十
年
五
月

に
「
大
明
律
・
詰
成
」
と
記
し
て
お
り
、
現
存
す
る
『
大
明
律
』
の
頒
行
と
同

時
に
《
詰
》
も
頒
行
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
従
来
こ
の
律
に
附
さ
れ
た

詰
の
内
容
と
律
文
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
っ
た
と
し
、
著
者
は
、
八

千
巻
楼
所
蔵
の
明
刊
黒
日
本
『
大
明
律
』
が
洪
武
三
十
年
に
頒
行
さ
れ
た
『
大

明
律
』
本
来
の
姿
を
停
え
る
も
の
と
し
た
。
そ
の
上
で
、
上
巻
末
尾
に
附
す

《
欽
定
律
論
》
〈

一
四
七
候
う
ち
詰
三
六
僚
)
が
、
先
の
所
謂
《
詰
》
に
相
賞

す
る
も
の
と
し
た
。
こ
の
《
欽
定
律
詰
》
の
具
値
的
篠
目
は
、
北
京
聞
書
館
に

所
蔵
す
る
弘
治
年
閉
所
刻
『
輿
化
府
士
山
』
の
影
印
マ
イ
ク
ロ
《
残
存
本
》
に
も

牧
録
さ
れ
て
い
お
w

以
上
の
諸
黙
を
指
摘
し
た
上
で
、
洪
武
三
十
年
の
大
明
律

頒
行
の
際
、
明
律
の
後
に
関
連
す
る
『
御
製
大
詰
』
の
一
部
が
附
さ
れ
た
た

め
、
蛍
時
の
刑
罰
が
依
然
と
し
て
十
分
苛
酷
な
も
の
と
な
っ
た
こ
と
、
従
っ

て
在
位
三
十
一
年
に
わ
た
る
洪
武
年
聞
は
、

法
制
面
で
は
重
典
主
義
が
一
貫
し

て
治
政
上
の
方
針
と
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。

第
二
章
で
は
、
洪
武
年
聞
に
頒
行
さ
れ
た
律
の
中
で
最
も
量
刑
の
軽
い
三
十

年
律
と
唐
律
・
元
代
法
律
と
の
比
較
を
行
な
う
。
そ
の
結
果
と
し
て
唐
律
と
の

比
較
で
は
、
明
律
は
典
櫨
や
風
俗
教
化
の
面
で
の
刑
罰
が
軽
く
、
賊
盗
や
需
項

銭
糧
の
面
で
の
刑
罰
が
加
重
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
封
建
祉
曾
」
が
設
展

し
明
代
に
至
る
と
人
民
大
衆
が
前
代
に
比
し
よ
り
究
醒
し
、
彼
ら
の
地
主
階
級

に
封
す
る
闘
争
が
空
前
に
尖
鋭
化
し
た
こ
と
に
よ
り
、
封
建
統
治
者
の
歎
閥
的

手
段
の
収
め
る
放
果
が
い
よ
い
よ
減
少
し
強
盤
的
手
段
が
多
く
採
用
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。
衣
い
で
元
代
法
律
と
の
比
較
で
は
、
①
賊
盗
と
担
問

項
銭
糧
②
躍
典
と
風
俗
教
化
③
官
吏
の
犯
罪
懲
罰
の
三
方
面
か
ら
分
析
を
行
な

う
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
政
治
性
を
有
す
る
賊
盗
や
殺
人
の
篠
款
や
民
聞
で
の

兵
器
私
蔵
な
ど
個
別
の
傑
款
が
、
明
律
と
同
様
か
或
い
は
そ
れ
よ
り
重
い
の
を

除
き
、
元
代
の
法
律
の
ほ
と
ん
ど
の
篠
款
が
、
明
律
の
量
刑
よ
り
軽
か
っ
た
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。
以
上
の
法
律
保
文
に
よ
る
比
較
の
結
果
に
加
え
て
、
法

律
の
寅
施
面
を
も
比
較
検
討
し
て
い
る
。
し
か
し
情
況
は
よ
り
複
雑
で
、
元
代

で
は
官
吏
の
犯
罪
に
封
す
る
庭
罰
が
明
代
よ
り
寛
大
で
あ
っ
た
も
の
の
、
漢

人
・
南
人
に
射
す
る
噴
墜
は
十
分
に
苛
酷
で
あ
っ
た
。
著
者
は
、
よ
う
や
く
奴

隷
制
か
ら
封
建
制
に
鞠
化
し
た
ば
か
り
の
元
朝
と
封
建
祉
曾
後
期
の
明
朝
と
の

杜
舎
の
設
展
段
階
の
差
異
か
ら
、
言
わ
ば
自
明
の
こ
と
と
し
て
前
者
よ
り
後
者

に
お
け
る
人
民
を
鋲
墜
す
る
た
め
の
刑
罰
が
一
一
層
加
重
さ
れ
た
こ
と
を
導
き
出

し
て
い
る
。

第
三
章
は
、
太
租
自
ら
が
編
纂
し
た
特
殊
な
刑
法
で
あ
る
御
製
大
詰
に
つ
い

て
考
察
す
る
。
大
詰
は
一
一
編
・
績
編
・
三
編
及
び
武
巨
大
詰
の
併
せ
て
一
一
一
一
一
六

保
目
か
ら
な
る
が
、
内
容
的
に
は
、
①
洪
武
年
聞
の
刑
事
案
件
を
要
約
し
た
も

の
、
②
案
件
の
陳
述
と
同
時
に
重
刑
法
令
を
頒
行
制
定
し
た
も
の
、
③
太
租
の

臣
民
に
糾
問
す
る
。
訓
導
。
の
三
者
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
大
詰
自
鐙
の

特
色
と
し
て
、
①
種
々
の
酔
刑
案
例
を
列
摩
し
て
臣
民
を
懲
戒
し
、
詔
令
の
形

式
を
用
い
て
法
外
周
刑
の
必
要
性
と
合
理
性
を
公
然
と
肯
定
し
て
い
る
こ
と
、
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②
同
一
犯
罪
の
場
合
明
律
に
比
べ
量
刑
が
か
な
り
加
重
で
あ
る
こ
と
、
③
臣
民

を
控
制
す
べ
く
少
な
か
ら
ず
法
的
数
力
を
具
有
す
る
重
刑
法
令
が
含
ま
れ
る
こ

と
を
寧
げ
て
い
る
。
こ
の
第
三
番
目
の
特
色
と
関
連
し
て
、
従
来
大
誌
が
臣
民

に
糾
問
す
る
よ
且
晶
子
を
行
な
っ
た
案
例
の
編
纂
物
と
見
倣
さ
れ
、
そ
の
必
富

山
包
。
の
作
用
の
み
が
強
調
さ
れ
て
い
た
が
、
賞
際
に
は
法
的
数
力
を
も
有
し
て

い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
根
援
と
し
て
は
、
大
詰
が
具
盤
的
な
犯
罪

内
容
の
規
定
と
明
確
な
量
刑
の
規
準
を
含
ん
で
い
た
こ
と
や
、
太
租
自
ら
救
令

に
よ
り
再
三
に
わ
た
っ
て
違
反
者
の
大
誌
に
依
接
し
た
治
罪
を
言
明
し
て
い
る

こ
と
を
翠
げ
、
更
に
洪
武
年
聞
の
史
質
自
鐙
も
ま
た
こ
の
こ
と
を
透
明
す
る
と

し
て
い
る
。
衣
い
で
、
洪
武
二
十
三
年
以
後
大
詰
中
の
峻
令
が
再
び
用
い
ら
れ

な
か
っ
た
と
い
う
沈
家
本
の
設
に
異
を
唱
え
、
貸
際
に
は
二
十
六
年
以
後
少
な

か
ら
ぬ
候
目
が
篠
例
に
編
入
さ
れ
、
法
令
の
形
式
で
頒
布
賀
行
さ
れ
た
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
の
具
陸
例
と
し
て
、
洪
武
二
十
六
年
の

《
充
軍
》
燦

例
中
に
大
詰
の
篠
田
が
八
係
、

《
虞
犯
・
雑
犯
死
罪
》
傑
例
中
に
二
十
八
僚
、

二
十
八
年
の

《
懸
合
抄
札
》
僚
例
中
に
十
項
目
、
一
一
一
十
年
の
僚
例
中
に
二
十
二

僚
が
編
入
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
更
に
前
述
し
た
よ
う
に
洪
武
三
十

年
五
月
《
欽
定
律
諮
》
が
完
成
し
『
大
明
律
』
の
後
に
附
さ
れ
る
と
、
大
誌
の

三
十
六
僚
目
が
明
律
の
一
部
分
と
な
り
、
こ
れ
ら
の
大
詰
の
僚
目
が
洪
武
末
年

か
ら
永
幾
年
聞
に
至
る
ま
で
長
期
聞
に
わ
た
っ
て
賓
行
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て

こ
の
こ
と
は
大
詰
と
明
律
の
比
較
か
ら
明
ら
か
な
如
く
、
大
詰
中
の
峻
令
が
嘗

時
の
法
律
を
更
に
厳
酷
な
も
の
に
努
え
る
と
い
う
影
響
を
賞
し
た
と
し
て
い

る。
第
四
章
で
は
、
太
租
が
明
律
や
御
製
大
詰
以
外
に
大
量
に
頒
行
し
た
峻
令
に

つ
い
て
、
そ
の
内
容
と
量
刑
面
か
ら
二
つ
の
類
型
に
分
類
し
て
考
察
す
る
。
第

一
の
類
型
は
、
統
治
者
が
情
勢
の
必
要
に
も
と

e

つ
い
て
随
時
頒
布
し
た
峻
令

で
、
そ
の
具
鐙
例
と
し
て
掲
げ
る
二
十
二
僚
は
い
ず
れ
も
明
律
に
比
べ
て
量
刑

上
重
く
な
っ
て
い
る
。
第
二
の
類
型
は
、
蛍
時
頒
行
さ
れ
た
各
種
の
燦
例
中
に

包
含
さ
れ
る
峻
令
で
あ
る
。
特
に
《
充
軍
》
燦
例
・

《
虞
犯
雑
犯
死
罪
》
篠
例
・

《
三
十
年
燦
例
》
・
《欽
定
律
詰
》
傑
例
の
四
傑
例
と
『
大
明
律
』
と
の
比
較
で

は
、
い
ず
れ
も
こ
れ
ら
の
傑
例
が
量
刑
上
加
重
で
あ
る
と
い
う
許
債
を
下
し
て

い
る
。
し
か
も
雨
類
型
と
も
明
律
に
比
べ
て
加
重
で
あ
る
こ
れ
ら
の
峻
令
が
、

法
的
数
力
の
黙
で
つ
ね
に
律
文
を
凌
駕
し
て
い
た
た
め
、
明
初
の
法
律
に
奥
え

た
影
響
は
大
き
く
、
こ
の
黙
か
ら
見
て
も
洪
武
年
聞
は
一
貫
し
て
重
典
政
治
が

遂
行
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。

第
五
章
は
、
洪
武
年
閲
に
制
定
さ
れ
た
律
令
の
貧
施
状
況
に
関
す
る
問
題
で

あ
る
。
こ
の
鮎
に
関
し
て
は
、
従
来
明
清
時
代
の
野
史
・
筆
記
の
類
や
丁
易
著

『
明
代
特
務
政
治
』
等
に
見
ら
れ
る
如
く
、
太
租
朱
元
濠
は
法
外
に
刑
罰
を
行

な
い
、
明
初
の
法
律
は
。

一
紙
空
文
々
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
理
解
が

一

般
化
し
て
い
る
。
こ
れ
に
封
し
著
者
は
、
か
か
る
見
方
で
は
史
書
に
記
載
す
る

太
祖
の
法
律
執
行
に
つ
い
て
の
大
量
の
事
例
と
矛
盾
す
る
の
み
な
ら
ず
、
洪
武

年
間
不
断
に
法
律
改
訂
が
行
な
わ
れ
た
原
因
に
封
し
科
皐
的
解
穆
を
引
き
出
せ

な
い
と
し
、
改
め
て
検
討
を
加
え
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
洪
武
年
聞
の
法
律
貧

施
状
況
は
複
雑
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
法
則
的
特
徴
を
三
黙
に
概
括
す

る
。
第
一
に
階
級
闘
争
の
情
勢
の
鮎
か
ら
分
析
す
る
と
、
統
治
階
級
内
-
部
の
矛

盾
が
激
烈
化
し
大
規
模
な
農
民
反
飢
の
設
生
す
る
。
非
常
時
期
。
(
例
え
ば
洪

武
十
五
年
・
十
八
年
・
二
十
三
年
・
二
十
六
年
)
で
は
、
大
量
の
謙
数
が
行
な

わ
れ
、
い
か
な
る
法
律
も
施
行
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
封
建
秩
序
が
相
封
的
に
安

定
し
て
い
る
「
正
常
な
情
況
」
(
洪
武
元
年
J
十
三
年

・
二
十
七
年
J
三
十
一

年
〉
で
は
、
法
律
が
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
寅
施
さ
れ
た
。
第
二
に
法
律
の
蓮
績

性
・
安
定
性
の
黙
で
は
、
封
建
王
朝
の
存
立
に
関
わ
る
。
十
悪
。
ゃ
。
虞
犯
死
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罪
。
の
四
十
一
僚
は
、
律
文
自
慢
も
長
期
関
連
績
性
と
安
定
性
を
保
持
し
た
こ

と
も
あ
っ
て
、
比
較
的
・
賀
行
さ
れ
た
。
第
三
に
階
級
聞
の
封
聴
の
差
異
の
黙
か

ら
の
分
析
で
は
、
人
民
を
銀
座
・
控
制
す
る
た
め
の
法
律
規
定
に
劉
し
統
治
階

級
が
上
下
一
致
し
て
推
行
す
る
一
方
で
、
統
治
集
囲
内
部
に
射
す
る
法
の
執
行

は
極
め
て
困
難
で
あ
っ
た
。
ま
た
太
租
の
極
端
な
濁
裁
と
酷
刑
に
よ
る
官
僚
統

制
の
下
で
、
地
方
官
に
よ
る
法
律
執
行
が
中
央
の
そ
れ
に
比
較
し
て
良
好
で
あ

っ
た
と
し
て
い
る
。

第
六
章
は
、
明
初
重
典
政
治
の
重
要
な
一
部
分
を
構
成
す
る
法
外
用
刑
の
問

題
を
扱
う
。
ま
ず
極
端
な
君
主
専
制
の
行
な
わ
れ
た
洪
武
年
聞
の
法
外
用
刑
の

特
徴
と
し
て
、
①
皇
帝
自
身
が
直
接
裁
剣
様
を
制
御
し
、
司
法
を
任
意
に
生
殺

輿
奪
の
手
段
に
費
え
た
こ
と
、
②
統
治
階
級
内
部
の
闘
争
を
解
決
す
る
手
段
と

し
て
連
坐
の
及
ぶ
範
圏
を
搬
大
し
、
頻
繁
に
大
獄
を
引
き
起
こ
し
功
臣
を
殺
数

し
た
こ
と
、
③
思
想
・
文
化
に
射
す
る
統
制
を
強
化
し
、
文
字
の
獄
を
引
き
起

こ
し
た
こ
と
、
④
「
検
校
」
や
錦
衣
術
を
偵
察
や
審
剣
に
関
輿
さ
せ
る
な
ど
特

務
政
治
を
行
な
い
、
臣
民
に
劃
す
る
弼
墜
を
強
化
し
た
こ
と
を
撃
げ
て
い
る
。

以
上
の
主
に
官
僚
層
を
針
象
と
す
る
法
外
用
刑
の
問
題
に
績
い
て
、
民
衆
に
射

す
る
法
外
周
刑
の
問
題
を
検
討
す
る
。
従
来
、
太
租
の
法
外
用
刑
は
官
僚
を
劉

象
と
し
た
も
の
で
、
民
衆
に
は
及
ば
な
か
っ
た
と
い
う
理
解
が
逼
設
と
な
っ
て

い
る
。
こ
れ
に
劉
し
著
者
は
、
「
正
常
」
な
情
況
下
で
法
外
用
刑
が
民
衆
に
も

及
ん
だ
二
十
四
事
例
や
百
八
十
件
徐
り
の
農
民
反
鋭
が
愛
生
し
た
。
非
常
時

期
。
に
お
け
る
太
租
の
野
鐙
な
人
民
屠
殺
の
事
例
を
紹
介
し
、
従
来
の
通
設
が

歴
史
的
事
貨
と
符
合
し
な
い
と
い
う
結
論
を
下
し
て
い
る
。

第
七
章
で
は
、
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
太
租
の
「
譲
歩

政
策
」
や
明
貫
録
を
は
じ
め
官
修
の
史
書
に
見
え
る
太
租
の
。
軽
刑
々
を
提
唱

す
る
記
述
と
重
典
政
治
と
の
闘
係
に
つ
い
て
述
べ
る
。
ま
ず
前
者
に
つ
い
て
、

太
租
が
開
園
蛍
初
行
な
っ
た
譲
歩
政
策
は
①
法
律
上
地
主
に
よ
る
土
地
所
有
制

の
維
持
を
前
提
と
し
た
上
で
、
元
末
農
民
戦
争
後
一
定
部
分
の
土
地
が
農
民
の

手
に
移
行
し
た
事
貫
を
承
認
し
た
こ
と
、
②
賦
税
を
軽
減
し
農
民
の
開
墾
を
奨

励
し
た
こ
と
、
③
奴
殺
を
解
放
し
た
こ
と
な
ど
で
、
こ
れ
ら
は
全
て
経
済
上
の

範
囲
内
で
賀
行
さ
れ
、
政
治

・
法
律
の
領
域
で
は
前
述
の
如
く
人
民
に
封
す
る

潮
岬
盤
が
強
化
さ
れ
た
。
ま
た
重
典
政
策
と
譲
歩
政
策
と
は
、
表
面
上
は
相
互
に

封
立
し
同
時
に
存
在
し
え
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
の
寅
ど
ち
ら
も
封
建
専

制
支
配
を
維
持
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
り
、
太
租
は
経
済
的
譲
歩
政
策
に
よ
っ

て
農
民
が
獲
得
し
た
利
盆
さ
え
も
封
建
園
家
の
手
中
に
掠
奪
す
ベ
く
、
賦
役
制

度
の
完
全
な
質
施
を
厳
刑
に
よ
っ
て
保
障
し
よ
う
と
し
た
と
述
べ
る
。
次
い
で

後
者
に
つ
い
て
は
、
第
一
に
依
接
し
た
史
料
の
信
窓
性
を
問
題
に
し
、
『
明
太

租
寅
録
』
の
典
章
・
制
度
に
関
す
る
記
述
は
基
本
的
に
事
質
で
あ
り
参
照
す
べ

き
債
値
が
あ
る
も
の
の
、
統
治
階
級
内
部
の
闘
争
や
庭
刑
の
記
事
に
は
、
忌
避

や
改
鼠
が
見
ら
れ
る
こ
と
。
第
二
に
、
太
租
自
ら
が
赦
宥
を
行
な
っ
て
い
る
刑

案
の
多
く
は
官
吏
の
犯
罪
に
劃
し
て
で
あ
り
、
し
か
も
こ
れ
ら
の
赦
宥
が
質
施

さ
れ
て
い
る
時
期
の
多
く
は
、
法
外
用
刑
に
よ
っ
て
臣
民
の
訣
数
が
最
も
頻
繁

に
行
な
わ
れ
た
時
期
と
も
重
な
っ
て
お
り
、
赦
宥
の
事
質
自
鐙
は
重
典
政
策
の

放
棄
を
意
味
し
な
い
こ
と
。
第
三
に
、
太
租
の
軽
刑
を
主
張
す
る
言
論
は
愛
表

時
の
背
景
に
よ
っ
て
そ
の
意
園
も
異
な
る
と
し
、
①
こ
れ
ら
の
主
張
は
主
観
的

希
望
に
過
ぎ
ず
賀
行
さ
れ
な
か
っ
た
熱
、
②
重
典
政
策
を
擬
装
す
る
た
め
の
虚

俄
性
を
有
す
る
こ
と
、
③
臣
下
の
濫
刑

・
柾
法
を
防
ぎ
、
重
刑
の
寅
施
を

一
定

範
圏
内
に
制
禦
す
る
意
図
の
存
在
、
④
従
来
の
重
典
政
策
が
橡
想
さ
れ
た
成
果

を
奉
げ
な
か
っ
た
こ
と
に
封
す
る
教
訓
的
総
括
で
あ
っ
た
こ
と
等
を
指
摘
し
て

いヲ心。第
八
章
で
は
、
太
租
の
重
典
政
策
は
明
初
の
。
胤
世
々
の
歴
史
的
保
件
下
の
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産
物
で
あ
り
、
そ
の
愛
生
・
夜
展
・
出
現
化
は
、
嘗
時
の
祉
曾
経
緯
阿
保
件
や
階
級

闘
争
の
情
勢
と
密
接
な
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
と
し
、
こ
こ
で
は
じ
め
て
重
典

政
策
の
設
展
過
程
に
お
け
る
四
つ
の
段
階
を
提
示
し
て
い
る
。

第

一
段
階
は
、

朱
元
理
起
兵
か
ら
洪
武
元
年
に
至
る
ま
で
(
ご
二
五
二
J
六
七
年
〉
の
か
軍
律

用
刑
。
の
時
期
で
、
元
朝
に
封
抗
し
天
下
を
統

一
す
る
た
め
の
軍
事
的
必
要
か

ら
軍
紀
を
厳
し
く
す
る
こ
と
に
注
意
が
梯
わ
れ
た
。

第
二
段
階
は
、
建
園
初
か

ら
胡
倦
庸
の
獄
愛
生
前
ま
で
(
一
一
三
ハ
八
J
七
九
年
〉
で
、
「
健
全
」
な
法
制

工
作
が
大
量
に
進
行
し
、
元
朝
の
法
制
的
弛
緩
を
教
訓
と
し
た
た
め
立
法

・
執

行
面
で
巌
苛
で
は
あ
っ
た
が
、
法
外
用
刑
は
比
較
的
少
な
か
っ
た
。
第
三
段
階

は
、
胡
惟
庸
の
獄
愛
生
か
ら
藍
玉
の
獄
ま
で
(
一
三
八

O
J九
三
年
)
で
、
法

外
用
刑
に
よ
る
大
規
模
な
訣
裁
が
行
な
わ
れ
た
時
期
。
こ
の
時
期
に
は
元
朝
の

残
存
勢
力
と
南
方
の
地
主
割
嬢
勢
力
と
の
銅
争
も
基
本
的
に
終
息
し
、
農
民
起

義
や
少
数
民
族
起
義
の
多
く
も
鎮
座
さ
れ
、
太
租
は
新
王
朝
の
統
治
を
よ
り
強

化
し
、
子
孫
の
た
め
に
後
患
を
取
り
除
こ
う
と
し
た
。
第
四
段
階
は
、
従
来
の

法
外
用
刑
が
意
圃
し
た
始
以果
を
牧
め
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
太
租
は
酷
刑
の

威
力
と
数
能
に
懐
疑
を
示
し
始
め
る
一
方
で
、

『御
製
大
詰
』

の
燦
目
が
嘗
時

頒
行
さ
れ
た
種
々
の
傑
例
中
に
編
入
さ
れ
、
法
律
の
量
刑
が
加
重
さ
れ
、
重
刑

法
律
化
が
一
歩
進
展
し
た
時
期
(
二
ニ
九
四

l
九
八
年
〉
で
あ
る
。
ま
た
洪
武

年
閲
の
重
典
政
策
の
歴
史
的
作
用
と
し
て
、
①
殿
刑
を
も
っ
て
豪
強
地
主
に
打

撃
を
奥
え
、
彼
ら
に
占
有
・

隠
匿
さ
れ
て
い
た
大
量
の
人
戸
や
土
地
を
清
出

し
、
人
民
の
負
櫓
を
経
滅
し
階
級
的
矛
盾
を
緩
和
し
た
こ
と
、
②
重
典
に
よ
っ

て
貧
官
汚
吏
に
懲
罰
を
加
え
功
臣
を
諜
殺
し
、
官
僚
統
制
と
中
央
集
権
を
強
化

す
る
上
で
一
定
の
作
用
を
起
こ
し
た
こ
と
を
翠
げ
る
。
そ
の
一
方
で
、
極
端
な

専
制
主
義
の
産
物
た
る
重
典
政
策
は
、
醤
来
の
封
建
的
生
産
関
係
の
維
持
と
生

産
力
の
解
放
の
阻
碍
と
い
う
E
大
な
否
定
的
作
用
を
有
し
て
い
た
と
し
て
、
①

軍
・
民
・
匠
戸
籍
制
や
里
甲
制
や
連
坐
制
を
始
め
と
す
る
人
民
へ
の
束
縛
と
弼

墜
を
強
化
し
た
こ
と
に
よ
り
、
人
民
の
反
封
建
闘
争
を
更
に
困
難
な
も
の
に
し

た
こ
と
、
②
重
典
治
吏
政
策
の
下
で
の
官
吏
の
濫
殺
に
よ
っ
て
、
官
僚
・
士
大

夫
の
封
建
王
朝
と
の
精
神
的
離
反
と
、
保
身
を
第
一
と
す
る
官
場
の
風
気
の
腐

敗
と
を
招
い
た
こ
と
を
摩
げ
る
。
更
に
、
太
租
が
晩
年

Y
祖
訓
々
を
下
し
彼
の

制
定
し
た
制
度
・
政
策
・

法
律
を
後
代
の
子
孫
が
袋
更
す
る
こ
と
を
禁
止
し
た

こ
と
に
よ
り
、

重
典
政
策
が
明
一
代
に
封
し
て
も
影
響
を
輿
え
た
と
し
、
①
太

租
に
倣
っ
て
そ
の
後
も
各
種
の
重
刑
僚
例
が
頒
行
さ
れ
て
明
律
が
具
文
化
し
、

好
吏
の
不
正
が
横
行
し
人
民
が
そ
の
深
刻
な
被
害
を
受
け
た
こ
と
、
②
東
廠
や

錦
衣
衡
に
よ
る
特
務
政
治
や
廷
杖
が
行
な
わ
れ
法
律
が
破
壊
さ
れ
た
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
太
租
の
重
典
政
治
は
、
徳
践
的
に
言
え
ば
「
消
極
作

用
」
が
「
積
極
作
用
」
よ
り
大
き
く
、
一
時
的
に
成
功
を
牧
め
た
と
は
言
え
後

世
に
遺
し
た
害
も
大
き
く
、

結
局
は
人
民
に
射
す
る
支
配
を
強
化
し
政
治
的
腐

敗
を
賓
す
一
方
で
、
生
産
力
の
設
展
と
科
皐
文
化
の
進
歩
に
影
響
を
輿
え
封
建

祉
舎
の
樹
媛
を
遅
延
さ
せ
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
こ
う
し
て
箸
者
は
、
封
建

専
制
主
義
を
特
徴
と
す
る
重
典
政
策
が
、
新
し
い
生
産
力
と
生
産
関
係
の
形
成

を
束
縛
し
、
わ
ず
か
に
生
長
し
つ
つ
あ
っ
た
資
本
主
義
の
萌
芽
を
摘
み
取
り
、

中
園
祉
舎
の
進
歩
を
阻
碍
す
る
一
つ
の
重
要
な
要
因
と
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
。

附
録
の

「朱
元
理
の
法
律
思
想
」
で
は
、
そ
の
特
徴
と
し
て
①
客
観
情
勢
や

時
代
の
鑓
化
へ
の
遁
際
性
の
重
視
、
②
。
飢
世
。
重
典
主
義
、
③
法
律
の
簡
明

さ
と
安
定
性
の
重
視、

@
種
法
結
合

・
躍
法
併
用
主
義
が
指
摘
さ
れ
、
こ
れ
ら

の
法
律
思
想
と
そ
の
貫
践
と
の
整
合
的
理
解
及
び
明
初
重
典
政
策
と
の
内
在
的

蓮
関
に
つ
い
て
の
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。
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本
書
の
内
容
要
約
に
多
く
の
紙
幅
を
費
し
た
が
、
評
者
の
法
制
史
に
関
す
る

基
本
的
な
理
解
の
不
足
か
ら
、
著
者
の
意
図
が
十
分
に
俸
え
ら
れ
な
か
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
恐
れ
る
。
以
下
で
は
、
評
者
の
若
干
感
想
を
述
べ
て
書
評
な
ら

ぬ
紹
介
の
責
め
を
塞
ぎ
た
い
。

ま
ず
最
初
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、

『大
明
律
』
と
『
御
製
大
詰
』
と
の
関
係

を
明
ら
か
に
す
る

《
欽
定
律
詩
》
の
存
在
に
着
目
し
、
こ
れ
を
附
載
す
る
了
氏

八
千
各
機
所
蔵
明
刊
黒
日
本
『
大
明
律
』
が
、
洪
武
三
十
年
に
頒
行
さ
れ
た

『
大
明
律
』
本
来
の
姿
を
侍
え
る
も
の
と
し
た
貼
(
八
J
九
頁
)
で
あ
る
。
八
千

巻
機
所
蔵
黒
日
本
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
大
著
『
明
貫
録
校
勘
記
』
を
物
し
た

責
彰
健
が
、
既
に
「
洪
武
二
十
二
年
太
孫
改
律
及
三
十
年
律
詩
考
」
(
中
園
科

皐
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
第
二

O
木
下
冊
・
一
九
四
九
年
一
一
一
月
・
上
海
一商

務
印
書
館
夜
行
)
や
「
大
明
律
苦
言
(
園
立
中
市
〈
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所

集
刊
第
二
四
本

・
一
九
五
三
年
)
の
中
で
紹
介
し
、
詳
細
な
考
察
を
加
え
て
い

る
。
ま
た
寅
彰
健
編
者
『
明
代
律
例
集
編
』

(
歴
史
語
言
研
究
所
専
刊
七
五
・

一
九
七
九
年
〉
の
序
に
附
し
た
《
明
代
律
例
刊
木
紗
木
知
見
書
目
》
の
中
で

も
、
「
六
、
大
明
律
三
十
巻
。
南
京
江
蘇
省
立
園
間
学
園
書
館
蔵

(
了
氏
八
千
巻

棲
奮
蔵
〉
明
刊
累
日
本
」
と
記
し
、
若
干
の
考
詮
を
加
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
を

総
合
す
れ
ば
、
①
抗
日
戦
争
勝
利
後
の
民
圏
三
十
五
(
一
九
四
六
)
年
、
歴
史

語
言
研
究
所
が
疎
開
先
か
ら
南
京
に
戻
っ
た
際
、
江
蘇
省
園
間
学
園
書
館
で
こ
の

書
を
披
関
し
た
こ
と
、
②
こ
の
明
律
に
は
弘
治
十
年
に
上
奏
制
定
さ
れ
た
《
岡
県

犯
死
罪
》
僚
例
が
附
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
以
前
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

且
つ
黒
日
本
で
あ
る
こ
と
か
ら
或
い
は
明
の
成
化
年
聞
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
と

推
測
し
て
い
る
。
一
方
、
本
書
の
著
者
は
黒
日
本
の
現
在
の
所
蔵
先
を
明
記
し

て
お
ら
ず
、
ま
た
書
誌
的
検
討
を
加
え
て
い
な
い
黙
が
惜
ま
れ
る
。
し
か
し
、

こ
の
黒
口
本
上
程
末
尾
に
附
さ
れ
た
《
欽
定
律
詰
》
が
、
『
明
太
租
貫
録
』
供

武
三
十
年
五
月
甲
寅
の
僚
に
見
え
る
『
大
明
律
詰
』
を
指
す
と
い
う
黙
で
は
、

一問者
の
見
解
は
完
全
に
一
致
し
て
お
り
、
ま
た
こ
の
《
欽
定
律
語
》
が
『
大
明

律
』
に
附
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
影
響
等
に
つ
い
て
も
、
雨
者
は
ほ
ぼ

同
様
の
見
解
に
淫
し
て
い
る
。
な
お
、
本
書
の
巻
末
に
附
す
る
《
参
考
書
目
》

の
リ
ス
ト
等
に
は
、
一
連
の
寅
彰
健
に
よ
る
研
究
が
掲
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
著

者
は
こ
れ
ら
の
研
究
に
援
す
る
機
曾
が
無
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

第
二
に
、
『
御
製
大
詰
』
の
法
的
数
力
や
後
代
へ
の
影
響
を
重
視
す
る
黙
も

注
目
さ
れ
る
。

一
般
に
越
翼
が
『
廿
二
史
劉
記
』
巻
一
一一一一

《
明
租
晩
年
去
殿

刑
》
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
太
租
は
晩
年
に
は
厳
刑
を
用
い
な
か
っ
た
と
さ
れ

て
い
る
。
大
詰
の
洪
武
以
後
へ
の
影
響
に
つ
い
て
も
、
沈
家
本
の
洪
武
二
十
三

年
以
後
大
詰
中
の
峻
令
は
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
と
す
る
設
の
如
く
、
あ
ま
り
重

視
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
見
方
は
、
郵
嗣
百
円
や
近
年
で
は
陳
高
華
・
陳
梧

桐
ら
に
も
基
本
的
に
は
縫
承
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
お
山
こ
れ
に
到
し
著
者

は
、
洪
武
二
十
六
年
以
降
の
大
詰
の
僚
例
へ
の
編
入
や
三
十
年
の
《
欽
定
律

詰
》
の
明
律
へ
の
附
裁
に
よ
っ
て
、
洪
武
二
十
三
年
以
後
も
大
詰
の
一
部
が
長

期
間
に
わ
た
っ
て
寅
施
さ
れ
た
と
し
て
お
り
、
よ
り
寅
態
に
即
し
た
理
解
と
考

え
ら
れ
る
(
三
七
J
三
九
頁
〉
。
但
し
、
そ
の
寅
施
さ
れ
た
時
期
の
下
限
を
永

幾
年
閉
ま
で
と
し
て
い
る
以
上
、
洪
武
三
十
年
の
『
大
明
律
』
頒
行
の
際
に
は

附
載
さ
れ
て
い
た
《
欽
定
律
詰
》
が
後
代
削
除
さ
れ
る
過
程
も
含
め
て
、
《
欽

定
律
詰
》
の
明
一
代
の
法
制
に
奥
え
た
影
響
に
つ
い
て
具
鐙
的
考
察
が
必
要
と

な
ろ
う
。
因
み
に
、
著
者
同
議
扶
詰
の
後
代
へ
の
影
響
を
重
要
9
る
貰
彰
健
一
は

「
明
洪
武
永
祭
朝
的
傍
文
峻
令
」
の
中
で
、
明
代
の
法
律
に
お
け
る
律
・
令
・

詰

・
携
文
の
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
、
「
1
、
洪
武
永
紫
、
以
傍
文
篤

-142ー



345 

主
、
律
魚
輔
。
2
、
仁
宣
+
失
景
四
一
帝
、
以
洪
武
三
十
年
所
定
律
〈
包
含
律
語
)

篤
主
、
不
許
深
文
。
3
、
明
憲
宗
以
後
、
例
輔
律
而
行
。
」
と
い
う
三
つ
の
時

期
医
分
を
提
起
し
て
い
る
。

第
三
に
、
本
書
は
唐
律
や
元
代
法
律
と
明
律
、
或
い
は
大
詰
や
諸
燦
例
と
明

律
な
ど
詳
細
な
量
刑
上
の
比
較
検
討
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
明
初
の
重
典
政
治

の
寅
態
が
提
示
さ
れ
て
お
り
、
従
来
個
別
的
・
断
片
的
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
厳

刑
の
事
賞
に
客
観
性
を
賦
興
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
本
書
で
は
、
明
律
・
大
詰
・
僚
例
そ
の
他
法
外
用
刑
の
問
題

に
至
る
ま
で
明
初
の
各
種
の
法
制
を
総
合
し
た
上
で
、
重
典
政
治
の
具
陸
相
が

詳
細
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
本
書
の
考
察
の
時
期
が
、
明
初
特
に

洪
武
年
聞
の
み
に
限
定
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、

重
典
政
治
の
歴
史
的
位
置
づ
け

に
つ
い
て
は
些
か
疑
問
が
残
ら
な
い
誇
で
は
な
い
。

そ
の
一
つ
は
重
典
政
治
出
現
の
背
景
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
著
者
に
依
れ
ば

太
租
の
重
典
政
策
は
、
明
初
の

。
鋭
世
々
の
歴
史
的
篠
件
下
の
産
物
で
あ
り
、

そ
の
設
生
・
設
展
も
嘗
時
の
祉
曾
経
済
の
諸
候
件
と
階
級
闘
争
の
情
勢
と
に
密

接
に
関
わ
る
(
九
八
頁
〉
と
さ
れ
て
い
る
。
具
鐙
的
に
は
、
前
者
に
つ
い
て
は

中
園
封
建
祉
曾
が
波
落
段
階
に
突
入
し
た
と
い
う
設
展
段
階
規
定
が
、
後
者
に

つ
い
て
は
①
反
元
闘
争
に
参
加
し
た
各
族
人
民
と
新
王
朝
と
の
封
抗
、
②
豪
強

地
主
に
よ
る
朝
廷
の
利
盆
の
侵
害
、
③
替
地
主
出
身
の
統
治
者
開
で
は
、
李
善

長
ら
の
准
西
集
固
と
劉
基
ら
掘削
東
集
闘
の
劉
立
、
@
新
替
地
主
聞
で
は
、
朱
元

環
周
迭
の
農
民
出
身
の
武
臣
と
胡
惟
庸
を
代
表
と
す
る
地
主
出
身
の
文
臣
と
の

封
立
、

φ
新
地
主
集
圏
内
部
で
は
、
藍
玉
ら
農
民
出
身
の
武
将
と
朱
元
理
と
の

分
岐
等
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
一
一
四
J
一
一
五
頁
)
。
こ
れ
ら
の
網
羅
的
に

穆
げ
ら
れ
た
観
の
あ
る
明
初
の
諸
矛
盾
の
指
摘
に
止
ま
ら
ず
、
そ
れ
ら
を
も
生

み
出
し
た
背
景
と
な
る
元
末
社
舎
の
明
代
に
輿
え
た
「
遺
産
」
の
大
き
さ
も
無

視
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
軍
・
民
・
匠
戸
籍
に
は
元
代

の
遺
制
的
側
面
が
看
取
さ
れ
る
し
、
里
老
人
制
や
郷
飲
酒
蔵
な
ど
港
民
支
配
の

あ
り
方
で
は
、
元
末
掘
削
東
地
主
の
理
念
の
投
影
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
ま
た
法
制
面
に
限
っ
て
も
、
明
律
が
律
と
は
言
う
も
の
の
純
然
た
る
刑
法

以
外
の
救
令
格
式
に
相
嘗
す
る
も
の
を
多
く
含
み
、
『
元
典
章
』
と
の
類
似
性

を
持
つ
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
重
典
政
治
の
後
代
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
太
租
が
晩
年
に
祖
訓
を
下

し
、
彼
の
制
定
し
た
諸
制
度
・
政
策
・
法
律
の
改
獲
を
禁
止
し
た
こ
と
に
よ
る

一
般
的
影
響
に
論
及
す
る
の
み
で
、
靖
難
の
獲
を
聞
に
は
さ
む
建
文
・
永
融
市
以

後
明
末
に
至
る
法
制
面
の
具
鰻
的
状
況
に
つ
い
て
は
十
分
な
考
察
が
な
さ
れ
て

い
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
明
初
の
重
典
政
治
が
わ
ず
か
に
成
長
し
つ
つ
あ

っ
た
資
本
主
義
の
萌
芽
を
摘
み
取
り
、
中
園
封
建
祉
舎
の
設
展
の
長
期
性
・
緩

慢
性
の
重
要
な
要
因
と
な
っ
た
と
結
論
づ
け
る
の
は
、
些
か
性
急
な
感
じ
を
否

め
な
い
。
後
代
の
影
響
等
に
つ
い
て
は
、
政
治

・
法
制
的
側
面
と
祉
曾

・
経
済

的
側
面
と
の
有
機
的
な
連
関
の
も
と
に
よ
り
具
佳
的
な
検
討
が
必
要
と
思
わ
れ

る。
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そ
の
他
史
料
操
作
の
黙
で
は
、
『
諸
司
職
掌
』
刑
部
や
『
寓
暦
舎
奥
』
各
一

七
三
刑
部
一

《
罪
名
》
に
見
え
る
「
洪
武
初
定
|
|
但
し
諸
司
職
掌
に
は
こ
の

記
述
は
な
い
|
|
」
の
《
員
犯
死
罪
律
令
》
四
十
一
僚
を
、
洪
武
初
年
の
明
律

令

(
奥
元
年
律
令
)
か
ら
引
用
し
た
も
の
と
断
定
し
て
い
る
(
五
四
頁
)
の
は

誤
り
で
あ
ろ
う
。
既
に
責
彰
健
も
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
『
正
徳
曾
典
』
各

一
四
三
で
は
こ
の
部
分
が
洪
武
二
十
六
年
に
完
成
し
た
『
諸
司
職
掌
』
か
ら
の

引
用
で
あ
る
こ
と
を
註
記
し
て
い
る
。
一
般
に
『
蔦
暦
舎
典
』
は
、
各
首

《重

修
凡
例
》
に
も
見
え
る
如
く

『諸
司
職
掌』

か
ら
の
引
用
文
を
「
洪
武
二
十
六

年
定
」
と
穏
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
る
一
勺
こ
の
部
分
は
『
高
暦
禽
典
』
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の
編
者
が
こ
の
原
則
さ
え
も
逸
脱
し
、
「
洪
武
初
定
」
と
誤
記
し
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

『諸
司
職
掌
』
に
は
そ
の
成
立
す
る
洪
武
二
十
六
年

三
月
以
前
の
記
事
も
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
が
、
著
者
の
如
く
洪
武
初
年
の
明
律

令
に
ま
で
湖
ら
せ
る
の
は
些
か
問
題
が
残
る
。

ま
た
著
者
は
、

『明
史
』
巻
九
三
刑
法
志

一
に
見
え
る
洪
武
二
十
二
年
の
太

孫
(
允
炊
|
|
嘗
時
十
三
歳
で
ま
だ
皇
太
孫
に
冊
立
さ
れ
て
い
な
い
|

|
〉
の

改
律
の
記
事
が
、
洪
武
二
十
九
年
の
謀
り
で
あ
る
(
七
J
八
頁
〉
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
責
彰
健
が
前
掲
「
洪
武
二
十
二
年
太
孫

改
律
及
三
十
年
律
詰
考
」
の
中
で
考
察
し
て
お
り
、
律
で
は
な
く
篠
例
の
改
定

で
あ
り
『
諸
司
職
掌
』
刑
部
に
見
え
る
洪
武
二
十
六
年
の

《
虞
犯
死
罪
雑
犯
死

罪
》
七
十
八
僚
が
俸
靴
し
た
も
の
と
し
て
い
る
。
建
文
一
帝
の
事
跡
に
つ
い
て
は

不
明
な
黙
が
多
い
が
、
こ
の
問
題
に

つ
い
て
も
今
後

一
一層
の
検
討
が
望
ま
れ

る。
以
上
、
浅
皐
を
省
み
ず
幾
つ
か
の
疑
問
貼
を
指
摘
し
た
が
、
評
者
の
力
量
不

足
か
ら
く
る
誤
解
も
多
く
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
切
に
著
者
の

御
海
容
を
乞
い
た
い
。
附
言
す
れ
ば
、
近
着
の
一
九
八
四
年
版
『
中
園
歴
史
皐

年
鑑
』
に
は
、
附
録
と
し
て
郭
永
芳
編

「
一
九
五

O
J
一
九
八
二
年
港
翠
中
園

歴
史
著
作
・
資
料
目
録
」
を
附
し
て
お
り
、
現
今
の
中
園
歴
史
塵
界
に
お
け
る

肇
組
問
や
香
港
の
研
究
に
針
す
る
関
心
の
高
ま
り
が
窺
わ
れ
る
。
そ
の
リ
ス
ト
の

中
に
は
、
拙
-
評
で
た
び
た
び
言
及
し
た
一
畳
間
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
の

賞
彰
健
氏
に
よ
る

一
連
の
論
稿
を
収
め
る
『
明
清
史
研
究
叢
稿
』

も
掲
載
さ
れ

て
い
る
。

今
後
、
明
代
法
制
史
研
究
に
お
い
て
賀
氏
を
始
め
多
く
の
研
究
が
蓄

積
さ
れ
て
い
る
蔓
湾
等
と
の
皐
術
交
流
の

一
一層
の
進
展
を
希
望
し
て
筆
を
捌
き

た
い
。

註
(

1

)

山
根
幸
夫
「
『
元
末
の
反
乱
』

と
明
朝
支
配
の
確
立
」
(岩
波
講
座
世
界

歴
史

一
二
・
一
九
七
一
年
)
、

『
ア
ジ
ア
歴
史
研
究
入
門
』
i
中
園
刊
明
(
岩

見
宏
・
谷
口
規
矩
雄
猪
首

・
一
九
八
三
年
)
。

(

2

)

寅
彰
健
の

「大
明
律
詩
考
」
に
お
け
る
考
設
に
依
れ
ば
、
黒
口
本
の

《
欽
定
律
詰
》

と
興
化
府
志
本
《
欽
定
詰
律
燦
例
》

と
は
全
く
同
一
で
は
な

い
。
ま
た
、
園
立
北
卒
図
書
館
磁
成
化
刊
本
張
構
撰
『
律
篠
疏
議
』
や
傘
経

閣
文
庫
嘉
靖
重
刊
本
『
律
篠
疏
議
』
に
も
《
律
詰
該
載
》
を
附
し
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
弘
治

『興
化
府
志
』

の
同
治
重
刊
本
は
東
洋
文
庫
や
静
嘉
堂
文

庫
等
に
も
枚
蔵
さ
れ
て
い
る
。

(
3
〉
「
大
明
律
詰
考
」
は
、

後
に
『
明
清
史
研
究
叢
稿
』
(
一
九
七
七
年
)

の
巻
二
に
再
録
さ
れ
て
い
る。

(
4
〉

部
嗣百円

「明
大
詰
輿
明
初
之
政
治
社
舎
」
(
燕
京
皐
報

二
O
期
・
一
九

三
六
年
)
・
陳
高
華

「従
《
大
詰
》
看
明
初
的
専
制
政
治
」
(
中
園
史
研
究

一

九
八
一
年
一
期

γ
陳
梧
桐
「
明
大
詰
輿
朱
元
理
封
建
制
的
強
化
」
(
法
律
史

論
叢
三
輯

・
一
九
八
三
年
)
。

(
5
〉
前
掲
『
明
清
史
研
究
叢
稿
』
巻
二、

原
裁
は
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
四

六
本
(
一
九
七
四
年)。

(
6
〉
潰
島
敦
俊
『
明
代
江
南
農
村
社
舎
の
研
究
』
第
一
部
第
一
章
(
一
九
八

一
一〉。

(
7
〉
宮
崎
市
定
「
宋
元
時
代
の
法
制
と
裁
判
機
構
」
(
『
ア
ジ
ア
史
研
究
』
第

四
巻
、
原
載
は
東
方
皐
報
(
京
都
)
二
四
・
一
九
五
四
年
)
。

(
8
〉
前
掲
「
大
明
律
詰
考
」
目
。

(
9
〉
藤
井
宏
「
明
代
田
土
統
計
に
関
す
る
一
考
察
(
三
)
」
第
三
章
(
東
洋

皐
報
三
一
ー
一
・
一
九
四
七
年
)
。
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0
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二
元
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ネ
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ス
ク
篠
約

森

) 11 

哲

347 

一
七
世
紀
の
露
清
関
係
史
に
つ
い
て
の
研
究
は
こ
れ
ま
で
決
し
て
少
な
く
は

無
か
っ
た
。
最
近
で
も
本
書
の
主
題
に
関
係
す
る
箸
作
と
し
て
玄
・

ζEg--u

』C
S
R
S
R向
。
E

5
・
叶
宮
守

hyhv向
。
苦
ミ
礼
町
河
内
N
R
E
S
M
H。
』
芯
白
・
。
曲
目
-

F
E
m
p
g戸
『
・
回
・
玄
g
E
H
O
回・

h
h
g
Z
M号
、
史

E
b
門司也旬、
0
・S
S
O
R句

(
N
S
N
F〉
・
ヨ
o
n
R
E
・
5
戸
∞
-
。
・
沼
田
S
E
R
E
-
ミ
ミ
詞
旬
、
g
h
h
h
E
位

、
、
円
安
定

N
G
町
、
。
向
、
町
、
誌
吉
田
尚
て
L
q
Rミ
・
ヨ
o
n
R
E
-
出
∞
。
・
開
・
己
・

町内角川口℃
Oω
回目阿国
z
z
v
p
司、
hhhHK君、、』
vh
色
町
民
町
、
誌
室
内
旬
、
し
官
町
内
弐
?
さ
と
誌
Q
H
H
S
G
K

O
Sミ
ohhhS紅白
・
p
h
o
n
R
E
-
H唱
団

ω
・
等
を
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し

こ
れ
ら
の
中
に
は
事
質
関
係
よ
り
も
自
ら
の
政
治
的
立
場
を
優
先
し
た
も
の
も

見
ら
れ
る
。

本
書
の
著
者
、
吉
田
金

一
氏
に
は

『
近
代
露
清
関
係
史
』
(
近
藤
出
版
社
、

東
京
、
一
九
七
四
〉
と
い
う
優
れ
た
概
設
書
が
あ
る
他
、
数
多
く
の
露
清
関
係

に
つ
い
て
の
研
究
が
あ
る
。
氏
の
今
回
の
著
作
は
そ
れ
ら
従
来
の
研
究
を
も
と

に
は
し
て
い
る
が
、
新
出
の
史
料
を
利
用
し
て
書
き
改
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の

意
味
で
全
く
新
た
に
書
き
下
さ
れ
た
も
の
と
言
っ
て
も
よ
い
。
氏
の
本
書
に
糾
問

す
る
態
度
は
、
一
切
の
政
治
的
偏
向
を
排
除
し
、
史
料
に
も
と
づ
い
た
寅
琶
を

雄

重
視
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
言
え
よ
う。

と
こ
ろ
で
近
年
、
一
七
世
紀
の
露
清
関
係
史
研
究
を
め
ぐ
る
状
況
は
大
い
に

鑓
わ
っ
て
来
た
。
即
ち
根
本
史
料
た
る
文
書
史
料
の
相
次
ぐ
公
刊
で
あ
る
。
ソ

連
か
ら
は
、
、
町
内
R
O
t
s
h
ミ
RNRHSDhDN認さ
u
s
s
h
h向
M
門
戸
、

iq
島内定
H・
吋
O冨

H・

ロ
-
P
A
o
n
R
E
・
5
2・
5吋
N

が
、
ま
た
ネ
ル
チ

γ
ス
ク
曾
談
に
清
朝
側
の
通

誇
と
し
て
参
加
し
た
ベ
レ
イ
ラ
の
日
記
が
』

ω。与rω2臼♂.叫吋」宮

eb『pF
偽2hERミ凧た
Hな伺

Q
s冶札

H忌F
偽?'凶

叫吋d
Fぎ。苦

a
句、u
司、叉帆守、
EぬP.'匂凶.伊
~N、円
•. 

河。
E
P
忌由
2H
と
し
て
、

更
に
中
園
か
ら
は
清

代
の
露
清
関
係
史
料
た
る
『
中
俄
関
係
槍
案
史
料
選
編
|
第
一
一
編
一
絢
桐
、
(
順
治
、

康
限
、
落
正
〉
|
』
(
北
京
、

一
九
八
一
〉
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
他
に

も
い
く
つ
か
新
出
の
朝
鮮
史
料
も
あ
る
。
と
は
言
え
従
来
か
ら
知
ら
れ
て
い
る

尼
大
な
史
料
に
加
え
て
こ
れ
ら
の
文
書
史
料
を
扱
う
こ
と
は
決
し
て
易
し
い
こ

と
で
は
無
い
。
し
か
し
著
者
は
こ
れ
ら
の
史
料
を
十
分
譲
み
こ
な
し
、
従
来
の

成
果
を
凌
駕
す
る
優
れ
た
著
作
を
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
ず
本
書
の
構
成
か
ら
紹
介
し
よ
う
。

は
し
が
き

第
一
章
清
が
入
関
す
る
ま
で
の
ロ
シ
ア
と
中
閣
の
関
係

第
二
章
銀
鍛
石
を
求
め
て
|
ロ

シ
ア
人
の
沿
ア
ム
ー
ル
、
ザ
バ
イ
カ
ル

進
出
|

第
三
章
烏
札
桂
村
敗
戦
の
衝
撃
|
ロ

シ
ア
人
の
本
格
的
沿
ア
ム
ー
ル
、

ザ
バ
イ
カ
ル
進
出
と
清
の
衝
撃
l

第
四
章
露
清
外
交
の
開
幕

第
五
章
ス
パ
フ
ア
リ
大
使
の
中
園
波
遺

第
六
章
済
圏
に
お
け
る
ス
パ
フ
ァ
リ
大
使

第
七
章
康
照
帯
の
沿
ア
ム
ー
ル
作
載
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